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福
祉
医
療
費
給
付
金
制
度
は
、

身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者
の
一

部
の
方
、
68
歳
以
上
70
歳
未
満
の

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
及
び
母

子
、
父
子
家
庭
の
方
な
ど
が
、
医

療
機
関
等
に
か
か
ら
れ
た
場
合
に

自
費
分
を
除
く
医
療
費
に
対
し
、

町
か
ら
給
付
金
を
支
給
す
る
制
度

で
す
。
た
だ
し
、
扶
養
義
務
者
な

ど
に
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
該

当
に
な
り
ま
せ
ん
。

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
有
効

期
限
は
、
7
月
31
日
ま
で
と
な
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
更
新
の
手
続

き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
お
早

め
に
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

手
続
き
の
詳
し
い
内
容
は
、
対
象

者
宛
に
送
付
し
ま
し
た
通
知
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

な
お
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
受

給
者
証
は
速
や
か
に
役
場
へ
返
還

し
、
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
ご
本
人
の
申
請
手

続
き
に
よ
っ
て
、
保
険
料
の
納
付

が
「
免
除
」「
一
部
納
付
」
ま
た
は

「
猶
予
」さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

申
請
は
役
場
住
民
係
で
お
願
い

し
ま
す
。

■
納
付
が
困
難
な
と
き
は
「
保
険

料
免
除
制
度
」

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
と
き

に
利
用
で
き
る
制
度
で
、
申
請
が

承
認
さ
れ
る
と
、
保
険
料
納
付
の

全
額
ま
た
は
一
部
（
４
分
の
３
、２

分
の
１
、４
分
の
１
）
が
免
除
さ
れ

ま
す
。

本
人
と
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば

承
認
さ
れ
ま
す
。

※
一
部
納
付
に
つ
い
て
は
納
め
忘

れ
る
と
未
納
の
扱
い
に
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
30
歳
未
満
の
方
は
「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」

本
人
が
30
歳
未
満
で
あ
る
と
き

に
限
っ
て
利
用
で
き
る
制
度
で
、

申
請
が
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の

全
額
に
つ
い
て
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

本
人
と
配
偶
者
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
世
帯
主

の
前
年
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
承
認

さ
れ
ま
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
な
ど

の
期
間
が
あ
る
場
合
、
追
納
が

で
き
ま
す
。

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き

に
比
べ
、
保
険
料
の
免
除
や
猶
予

を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、

受
け
取
る
年
金
額
が
少
な
く
な
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
期

間
は
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
あ
と

か
ら
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と（
追

納
）
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
保
険
料
の
免
除
な
ど

を
受
け
た
年
度
か
ら
起
算
し
て
、

３
年
度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納

す
る
場
合
、
承
認
を
受
け
た
当
時

の
保
険
料
額
に
経
過
期
間
に
応
じ

た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

※
追
納
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
社

会
保
険
事
務
所
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

『
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
』
と
は
、
肝

炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
肝
臓
の

細
胞
が
壊
れ
て
い
く
病
気
で
す
。

こ
の
病
気
に
な
る
と
、
徐
々
に
肝

臓
の
機
能
が
失
わ
れ
て
い
き
、
つ

い
に
は
肝
硬
変
や
肝
が
ん
に
至
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
肝
炎
の
ほ
と

ん
ど
は
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ

て
起
こ
る
『
ウ
イ
ル
ス
肝
炎
』
で

す
。
Ｂ
型
及
び
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
の
患
者
・
感
染
者
は
、
合
わ
せ

て
三
百
万
人
を
超
し
て
い
る
と
推

定
さ
れ
、
国
内
最
大
の
感
染
症
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

肝
臓
は
『
沈
黙
の
臓
器
』
と
も

呼
ば
れ
、
肝
炎
に
な
っ
て
も
、
な

か
な
か
Ｓ
Ｏ
Ｓ
を
出
し
ま
せ
ん
。｢

体
が
だ
る
い｣

と
気
づ
く
頃
に
は
、

か
な
り
の
重
症
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
幸
い
な
こ
と
に
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
る
か
ど

う
か
は
、
採
血
検
査
で
わ
か
り
ま

す
。
ま
た
、
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感

染
し
て
い
て
も
、
適
切
な
健
康
管

理
・
治
療
で
、
肝
炎
か
ら
肝
硬
変

や
肝
が
ん
に
悪
化
す
る
の
を
予
防

す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

あ
な
た
は
肝
炎
検
査
を
受
け
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

「
い
い
え
」
ま
た
は｢

わ
か
ら
な

い｣

と
い
う
方
は
、
ぜ
ひ
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

町
で
実
施
す
る
集
団
健
診
（
国

保
特
定
健
診
等
）
と
同
会
場
で
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査
（
Ｂ
型
肝
炎

抗
原
検
査
・
Ｃ
型
肝
炎
抗
体
検
査
）

を
行
い
ま
す
。

■
対
象
者

・ 

今
年
度(

平
成
22
年
3
月
31
日

の
年
齢)

40
歳
に
な
る
方

・
41
歳
〜
70
歳
で
今
ま
で
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
検
診
を
受
け
た
こ
と
が

な
い
方

■
実
施
日
時

9
月
1
日
〜
3
日

■
場
所

南
木
曽
会
館

■
検
査
料
金 

７
０
０
円

受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
担

当
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

担当

住
民
係

福
祉
医
療
受
給
者
証
の

福
祉
医
療
受
給
者
証
の

更
新
は
お
済
み
で
す
か
？

更
新
は
お
済
み
で
す
か
？

担当

保
健
衛
生
係

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の

検
査
に
つ
い
て

検
査
に
つ
い
て

担当

住
民
係

松
本
社
会
保
険
事
務
所

☎
０
２
６
３
（
32
）
５
８
２
１

国
民
年
金
保
険
料
の

国
民
年
金
保
険
料
の免除

制
度

免
除
制
度

8月8月はは

「北方領土返還運動「北方領土返還運動
全国強調月間」全国強調月間」
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平
成
22
年
4
月
1
日
採
用
予
定

の
管
理
栄
養
士
を
1
名
募
集
し
ま

す
。

■
応
募
資
格　

昭
和
63
年
4
月
1
日
以
前
に
生

ま
れ
た
、
管
理
栄
養
士
免
許
及
び

普
通
自
動
車
運
転
免
許
の
資
格
を

有
し
（
取
得
見
込
み
含
む
）、
採
用

時
に
原
則
町
内
に
居
住
可
能
な
方

■
受
付
期
間

8
月
14
日
（
金
）
ま
で

詳
し
く
は
、
担
当
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

国
保
坂
下
病
院
の
診
療
日
等
の

変
更
案
内
を
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ

「
な
ぎ
そ
チ
ャ
ン
ネ
ル
」
7
チ
ャ

ン
ネ
ル
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

す
。受

診
さ
れ
る
際
は
、
ご
確
認
の

う
え
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

県
立
木
曽
病
院
の
お
知
ら
せ
も

ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
9
チ
ャ
ン
ネ
ル

で
放
送
し
て
い
ま
す
。

役
場
で
は
、「
定
住
相
談
窓
口
」

を
設
け
て
い
ま
す
。
よ
く
あ
る
相

談
は
、「
南
木
曽
町
に
定
住
し
た

い
が
、
住
ま
い
が
無
い
」
と
い
う

相
談
で
す
。
そ
こ
で
、町
で
は
「
空

き
家
・
空
き
地
を
貸
し
た
い
。
又

は
売
り
た
い
」
方
の
情
報
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
は
、
①
Ｉ
タ
ー
ン
の

方
が
借
家
を
借
り
る
こ
と
が
で
き

た
。
②
結
婚
の
た
め
世
帯
分
離
す

る
人
が
借
家
を
借
り
る
こ
と
が
で

き
た
。
等
、
皆
様
か
ら
の
情
報
が

定
住
化
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

※
町
は
、
登
録
し
て
い
た
だ
い
た

「
貸
し
た
い
・
売
り
た
い
」
人

の
物
件
情
報
を
「
借
り
た
い
・

買
い
た
い
」
人
へ
情
報
を
提
供

さ
せ
て
い
た
だ
く
の
み
で
す
。

料
金
設
定
・
契
約
等
は
個
人
で

お
願
い
し
ま
す
。

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
北
ア
メ

リ
カ
原
産
の
帰
化
植
物
で
、
栽
培

さ
れ
て
い
た
も
の
が
野
生
化
し
ま

し
た
。
帰
化
植
物
で
あ
っ
て
も
花

が
美
し
い
の
で
、
移
植
さ
れ
た
り

刈
り
残
さ
れ
た
り
し
て
各
地
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。

外
来
生
物
で
生
態
系
、
人
の

生
命
・
身
体
、
農
林
水
産
業
へ
被

害
を
及
ぼ
す
も
の
は
環
境
省
に
よ

り
特
定
外
来
生
物
と
し
て
指
定
さ

れ
、
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
指
定

種
と
な
っ
て
い
ま
す
。

特
定
外
来
生
物
を
観
賞
用
、
販

売
用
を
問
わ
ず
栽
培
等
し
た
場
合

は
、
法
律
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。

南
木
曽
町
で
も
オ
オ
キ
ン
ケ
イ

ギ
ク
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
は
、

在
来
の
植
物
に
影
響
を
与
え
る
お

そ
れ
が
あ
る
の
で
、
栽
培
し
な
い

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
繁
殖
さ
せ
な

い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

担当

住
民
課

町
職
員
募
集
に
つ
い
て

町
職
員
募
集
に
つ
い
て

担当

企
画
財
政
係

「
空
き
家
」「
空
き
地
」

「
空
き
家
」「
空
き
地
」

情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

情
報
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

担当

保
健
衛
生
係

国
保
坂
下
病
院
の
診
療
日

国
保
坂
下
病
院
の
診
療
日

等
の
変
更
案
内
に
つ
い
て

等
の
変
更
案
内
に
つ
い
て

担当

商
工
観
光
係

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
（
大

オ
オ
キ
ン
ケ
イ
ギ
ク
（
大

金
鶏
菊
）
は
栽
培
が
禁
止

金
鶏
菊
）
は
栽
培
が
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す

さ
れ
て
い
ま
す

■
募
集
す
る
職
種
及
び
採
用
人
員

生
活
相
談
員
、
介
護
支
援
専
門

員
、
看
護
職
員
、
介
護
職
員

い
ず
れ
も
若
干
名

■
申
し
込
み
方
法

あ
す
な
ろ
荘
な
ど
各
施
設
に
あ

る
申
込
書
に
ご
記
入
の
う
え
、
8

月
18
日
（
火
）
ま
で
に
塩
尻
市
桔

梗
荘
内
松
塩
筑
木
曽
老
人
福
祉
施

設
組
合
事
務
局
へ
本
人
が
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

受
験
資
格
や
試
験
日
時
、
勤
務

場
所
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

協
会
け
ん
ぽ
（
全
国
健
康
保
険

協
会
）
の
健
康
保
険
の
保
険
料
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
全
国
一
律
の

保
険
料
（
８
・
２
％
）
と
な
っ
て

い
ま
す
が
、
平
成
21
年
9
月
分
の

保
険
料
（
10
月
納
付
分
）
か
ら
都

道
府
県
毎
の
保
険
料
率
（
長
野
県

は
８
・
15
％
）
に
移
行
し
ま
す
。

詳
し
く
は
全
国
健
康
保
険
協
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。交

通
事
故
に
遭
わ
れ
て
お
困
り

の
方
の
た
め
に
、「
自
動
車
保
険

請
求
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
な
ら

び
に
任
意
自
動
車
保
険
の
請
求
に

つ
い
て
無
料
で
相
談
を
お
受
け
し

て
お
り
ま
す
。

■
受
付
時
間

月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

午
前
9
時
〜
正
午

午
後
1
時
〜
5
時

（
来
訪
相
談
を
希
望
の
場
合
は
、

要
事
前
連
絡
）

担当
松
塩
筑
木
曽
老
人
福
祉
施
設
組
合
事
務
局

☎
０
２
６
３
（
53
）
５
０
０
０

平
成
平
成
2222
年
度
に
採
用
す
る

年
度
に
採
用
す
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等

の
職
員
募
集

の
職
員
募
集

担当

全
国
健
康
保
険
協
会
長
野
支
部

☎
０
２
６
（
２
３
８
）
１
２
５
１

http://www.kyoukaikenpo.or.jp

協
会
け
ん
ぽ
か
ら
の

協
会
け
ん
ぽ
か
ら
のお知

ら
せ

お
知
ら
せ

担当

㈳
日
本
損
害
保
険
協
会

長
野
自
動
車
保
険
請
求
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
６
２
（
26
）
３
５
８
２

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方

交
通
事
故
に
遭
わ
れ
た
方

の
保
険
金
請
求
に
関
す
る

の
保
険
金
請
求
に
関
す
る

無
料
相
談
所

無
料
相
談
所

花の色は鮮やかな黄色です
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警
察
で
は
、
身
内
の
方
な
ど
の

行
方
が
分
か
ら
ず
、
お
困
り
の
方

か
ら
の
相
談
に
年
間
を
通
じ
て
応

じ
て
お
り
ま
す
が
、
８
月
は
「
行

方
不
明
の
人
を
捜
す
相
談
所
」
を

開
設
し
て
相
談
を
お
受
け
し
ま

す
。

■
開
設
日
時
・
場
所

○
8
月
4
日（
火
）…
飯
田
警
察
署

　

☎
０
２
６
５
（
22
）
０
１
１
０

○
8
月
5
日（
水
）…
松
本
警
察
署

　

☎
０
２
６
３
（
25
）
０
１
１
０

時
間
は
、
午
前
9
時
30
分
か

ら
午
後
5
時
ま
で
。（
事
前
に
お

電
話
で
の
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま

す
。）

■
年
間
を
通
し
て
の
相
談
所

長
野
県
警
察
本
部
鑑
識
課

☎
０
２
６
（
２
７
８
）
９
５
０
０

■
そ
の
他

長
野
県
警
察
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.pref.nagano.jp/

police/

）
に
出
張
相
談
に
関
す
る

情
報
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

担当

木
曽
警
察
署　

鑑
識
課

☎
０
２
６
４
（
22
）
０
１
１
０

「
行
方
不
明
の
人
を
捜
す

「
行
方
不
明
の
人
を
捜
す

相
談
所
」
開
設
の
お
知
ら

相
談
所
」
開
設
の
お
知
ら

せせ

名
古
屋
税
関
で
は
、
終
戦
後

に
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ

た
方
々
が
税
関
な
ど
に
預
け
ら
れ

た
通
貨
や
証
券
等
を
お
返
し
し
て

お
り
ま
す
が
、
今
な
お
、
引
き
取

り
手
が
な
く
保
管
さ
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま

す
。返

還
請
求
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

ご
本
人
は
も
と
よ
り
ご
家
族
の
方

で
も
構
い
ま
せ
ん
。
お
心
当
た
り

の
方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
保
管
し
て
い
る
通
貨
・
証
券
等

○
上
陸
地
の
税
関
ま
た
は
海
運
局

に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券
等

○
帰
国
前
に
在
外
公
館
や
日
本
人

自
治
会
等
に
預
け
ら
れ
た
通

貨
・
証
券
等
の
う
ち
、
そ
の
後

日
本
に
返
還
さ
れ
た
も
の

※
通　

貨
…
旧
日
本
銀
行
券
、
旧

日
本
軍
軍
票
等

※
証
券
等
…
支
那
事
変
割
引
国
庫

債
券
、
大
東
亜
戦
争
割
引
国
庫

債
券
等

担当

財
務
省
名
古
屋
税
関

監
視
部
監
視
許
可
通
関
部
門

☎
０
５
２
（
６
５
４
）
４
０
６
０

終
戦
当
時
、
引
揚
者
の
方
々

終
戦
当
時
、
引
揚
者
の
方
々

か
ら
お
預
か
り
し
た
通
貨
・

か
ら
お
預
か
り
し
た
通
貨
・

証
券
等
を
返
還
し
て
い
ま
す

証
券
等
を
返
還
し
て
い
ま
す

8
月
は
、
1
年
の
う
ち
で
最
も

感
電
事
故
の
多
い
季
節
と
な
っ
て

い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
も
電
気
の

安
全
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

◎
電
気
の
使
い
す
ぎ
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

◎
電
線
や
コ
ー
ド
は
傷
ん
で
い
ま

せ
ん
か
。

◎
洗
濯
機
な
ど
の
ア
ー
ス
は
き
ち

ん
と
つ
け
て
あ
り
ま
す
か
。

中
退
共
制
度
は
中
小
企
業
で
働

く
従
業
員
の
た
め
の
外
部
積
立
型

の
国
の
退
職
金
制
度
で
す
。

掛
金
助
成
や
税
法
上
の
優
遇
な

ど
、有
利
な
特
典
が
い
っ
ぱ
い
で
す
。

安
心
・
確
実
な
中
退
共
制
度
を

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

担当

㈶
中
部
電
気
保
安
協
会

木
曽
福
島
事
業
所

☎
０
２
６
４
（
24
）
２
２
６
２

電
気
は
正
し
く
安
全
に
！

電
気
は
正
し
く
安
全
に
！

８
月
は

８
月
は

「
電
気
使
用
安
全
月
間
」

「
電
気
使
用
安
全
月
間
」

専門の相談員が相談に応じます。
◆相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く）8：30～ 17：00

◆木曽合同庁舎での巡回相談
9月 16日（水）　11月 18日（水）　10：00～ 15：00
相談日が変更される場合がありますので、詳しくは木曽地方事務所地域政策課☎0264-25-2213へお問い合わせく
ださい。
◆相談事例

交通事故に関することでお困りの方は、県の交通事故相談所へ 相談無料
秘密厳守

その他、交通事故に関する悩みは何でも受け付けます。詳しくは相談所、またはホームページをご覧ください。
http://www.pref.nagano.jp/kikaku/seikatsu/koutuan/jikosotp.htm

長 野 本 所 ☎ 026-235-7175（直通）（長野保健福祉事務所内）
松 本 支 所 ☎ 0263-47-7800（代表）（松本合同庁舎内）
飯 田 支 所 ☎ 0265-23-1111（代表）（飯田合同庁舎内）
上 田 支 所 ☎ 0268-23-1260（代表）（上田合同庁舎内）

担当

（独）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

☎
０
３
（
３
４
３
６
）
０
１
５
１

退
職
金
は
中
退
共
で

退
職
金
は
中
退
共
で

・ 損害賠償の請求は、どのようにすればいいですか。
（自賠責保険、任意保険）
・ 過失割合や賠償額は、どのように決まるのですか。
・ 示談は、どうやって進めればよいのですか。

・ 治療にかかる費用を、労災保険や社会保険で利用
できますか。

・ 保険会社から提示された内容は妥当ですか。
・ 調停や裁判の手続きは、どうしたらよいのですか。
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